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矢作緑地千石公園及び白浜公園の管理運営業務に関する基本協定書（案） 
 

豊田市（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）は矢作緑地千石公
園及び白浜公園（以下「当該公園」という。）の管理及び運営に関する業務（以下「管
理運営業務」という。）について、次のとおり基本協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 この協定は、甲と乙が相互に協力し、当該公園の管理運営業務を適正かつ 

円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 
 
（管理運営の基本方針） 
第２条 乙は、次の各号に留意して管理運営業務を行わなければならない。 

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、豊田市都市公園条例（昭和３８年条
例第６号。以下「都市公園条例」という。）、豊田市都市公園使用料及び利用料
金条例（昭和３８年条例第７号）、豊田市都市公園管理規則（平成４年規則第３
２号）、その他の関係法令等の内容を理解し、遵守すること。 

（２）矢作緑地千石公園の自然を生かした魅力の向上と、矢作緑地白浜公園の適切
な利用の管理に努めること。 

（３）住民の福祉の増進を目的として設置された公園施設としての役割を十分に認
識し、公園施設の利用、サービスの提供にあたっては公平な取扱いをすること。 

（４）多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応できるよう創意工 
夫を行うこと。 

（５）質の高いサービスの提供により、利用者へのサービスの向上を図るとともに、 
効率的な管理運営に努めること。 

（６）利用者の安全確保に留意するとともに、公園施設の環境保全、保安警備に 
努め、良好な管理及び運営を行うこと。 

 
（協定の有効期間） 
第３条 この協定の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 
 
（信義誠実の原則） 
第４条 甲乙双方は、信義を重んじ誠実に本協定を履行しなければならない。 
 
（管理運営業務の内容） 
第５条 乙は、別記１「矢作緑地千石公園及び白浜公園の管理運営業務に関する仕様

書（以下「仕様書」という。）」に掲げる業務を実施するものとする。 
（１）キャンプ事業（矢作緑地千石公園） 
（２）巡視業務  （矢作緑地千石公園、矢作緑地白浜公園） 
（３）自主事業  （矢作緑地千石公園） 
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２ 前項に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
（１）キャンプ事業とは、宿泊を伴うキャンプ及びデイキャンプを指す。 
（２）巡視業務とは、巡視区域において、仕様書に記載された違反に対して、乙が

実施する注意喚起を指す。 
（３）自主事業とは、矢作川かわまちづくり計画の３つの要素（「交流空間の創出」

「水辺空間の創出」「憩いの空間の創出」）に沿った自由な提案を指す。  
３ 前項各号に掲げる業務の詳細は、仕様書に定めるとおりとする。 

 
（国土交通省への申請資料の提出） 
第６条 乙は、提案書に記載された日程とは別に、新たにキャンプ事業、巡視業務 

及び自主事業（以下「各事業」という。）を実施する場合、当該各号に定めるとお
り甲と協議し資料を提出することとする。 

（１）日を跨いで仮設工作物を設置する場合、甲と事前に協議の上、新たな各事業
開始日の原則３か月前までに以下の事項を記載した資料を甲に提出すること。 
ア 事業日程 
イ 仮設工作物の配置図 

   ウ 仮設工作物の構造図、面積、数量 
（２）日を跨がずに仮設工作物を設置する場合、甲と事前に協議の上、新たな 

各事業開始日の原則１か月前までに以下の事項を記載した資料を甲に提出する 
こと。 
ア 事業日程 
イ 仮設工作物の配置図 

   ウ 仮設工作物の構造図、面積、数量 
 
（業務内容の変更及び中止） 
第７条 甲は、必要があると認める場合は、管理運営業務の内容を変更し、その全部 

又は一部の履行を中止させることができる。この場合において、乙が甲に支払う
管理許可使用料（以下「使用料」という。）又は協定の内容を変更する必要がある
場合は、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 乙は、その責に帰することができない理由により、管理運営業務が履行できな
くなった場合は、直ちに甲にその旨を明示し、指示を求めなければならない。 

 
（一括再委託の禁止） 
第８条 乙は、業務の全部を一括して第三者に再委託することはできない。 

２ 乙は、再委託に当たっては、書面により甲の承認を得なければならない。 
３ 乙は、再委託先に対して本協定における乙の義務と同様の義務を遵守させ、 

その行為について一切の責任を負うものとする。 
 
（市の事業への協力） 
第９条 乙は、甲が当該公園で実施及び要請する事業に協力することとする。 
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（担当責任者） 
第１０条 乙は、管理運営業務を実施するにあたって、担当責任者を定め、該当者を 

明らかにするものとする。 
２ 担当責任者は、管理運営業務全般の実施状況を把握し、実務担当者及び再委託

業者等を指揮監督するものとする。 
３ 乙は、業務期間の途中で担当責任者を変更したときは、速やかに甲にその旨を

報告するものとする。 
 
（管理運営業務の担当者） 
第１１条 乙は、管理運営業務のうち、施設及び設備の維持管理に係る業務の担当者 

を定め、管理運営の体制において、該当者を明らかにするものとする。 
２ 前項の担当者は、施設及び設備の維持管理に係る業務の実施状況を把握し、管

理するものとする。 
３ 担当責任者は、第１項の担当者を兼ねることができる。 

 
（事業報告書の提出） 
第１２条 乙は、管理運営業務実施日の次月１０日までに、以下に掲げる事項の状況 

を記載した事業報告書を甲に提出しなければならない。ただし、甲が認めた場合 
は、報告対象期間及び提出期日を別に定めることができる。 
（１）キャンプ事業の実施状況 
  ア 集客数 

イ 利用者の意見、要望 
（２）巡視業務の実施状況 
  ア 別記２「巡視業務報告書」 
（３）自主事業の実施状況 
  ア 集客数 
  イ 利用者の意見、要望 
（４）管理運営に係る経費の収支状況 
（５）前４号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた事項 

 
（管理運営業務の実施状況等の確認） 
第１３条 甲は、第１２条により乙が提出した事業報告書に基づき、乙が行う管理 

運営業務の実施状況（以下「業務実施状況等」という。）の確認を行う。 
２ 甲は、前項における確認のほか、業務実施状況等を確認することを目的として、

随時、当該公園へ立ち入ることができる。 
３ 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項

について、乙に対して報告又は説明を求めることができる。 
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（管理運営業務の改善勧告） 
第１４条 甲は、第１３条に定める確認の結果、業務実施状況等が仕様書等、甲が示

した条件を満たしていない場合は、乙に対して管理運営業務の改善を勧告するも
のとする。 

２ 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければな
らない。 

 
（使用料） 
第１５条 乙は、使用料について、甲が発行する納入済通知書により甲の指定する 

期日までに支払うものとする。 
 ２ 豊田市都市公園使用料及び利用料金条例（昭和３８年条例第７号）第５条第１

項に基づき、既納の使用料については還付しないこととする。ただし、同条例第
５条第２項に該当する場合は、使用料の全部又は一部を還付することができるも
のとする。 

 
（責任分担） 
第１６条 管理運営業務に係る甲乙間の責任の分担については、別記３「リスク分担 

表」に定めるとおりとする。 
 ２ 甲が河川敷公園の工作物等撤去の判断をした場合等により、中止となった事業 

について、甲は事業に係る補償や費用についての責を負わないものとする。 
 ３ 各事業の開催については、乙において安全を考慮して判断するものとする。 

その判断による損失と責任について、甲は一切責を負わないものとする。 
４ 別記３「リスク分担表」に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲乙

双方協議の上で当該事態に係る責任分担を決定する。 
  
（損害賠償） 
第１７条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償しなければ 

ならない。 
（１）乙の責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたとき。 
（２）乙の責に帰すべき事由により管理許可が取り消された場合において、甲又 

は第三者に損害を与えたとき。 
２ 乙の管理運営業務の実施に際し、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害を

与えた場合において、甲が当該第三者に損害の賠償を行ったときは、甲は乙に対
して、当該賠償した額の全部又は一部を求償することができる。 

 
（保険） 
第１８条 乙は、第１６条及び第１７条の規定に対応するため、必要に応じて、乙の 

費用負担で保険に加入するものとする。 
 
 



5/14 
 

（個人情報及び情報セキュリティ） 
第１９条 乙は、この協定による管理運営業務を適正に処理するため、別記４「個人 

情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記」を遵守しなければならない。  
２ 乙は、豊田市個人情報保護条例（平成１５年条例第３３号）及び同規則（平成

１５年規則第６５号）の規定を遵守するとともに、個人情報の適切な管理のため
の規程を整備し、適切に運用しなければならない。 

３ 乙は、管理運営業務を安全、円滑、確実に処理するため、情報セキュリティに
関する規程を整備し、適切に運用しなければならない。 

 
（情報公開） 
第２０条 乙は、豊田市情報公開条例（平成１０年条例第３４号）及び同規則（平成 

１０年規則第６９号）の規定を遵守するとともに、情報の公開に関する規程を 
整備し、適切に運用しなければならない。 

２ 乙は、管理運営業務に係る情報公開の申出があった場合は、甲と協議し必要な
措置を講じるものとする。 

３ 乙は、情報公開に関する苦情処理について、甲に対し助言を求めることができ
る。 

 
（権利義務の譲渡の禁止） 
第２１条 乙は、この協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継 

させてはならない。 
 
（協議） 
第２２条 本協定に定めのない事項で必要がある場合及びこの協定について疑義を 

生じた場合は、甲乙協議の上で決定する。 
 

上記協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上各自
１通を保有するものとする。 
 
 令和８年４月１日 
 

（甲）豊田市西町３丁目６０番地 
    豊田市 
     代表者 豊田市長 〇〇 〇〇 （印） 

 
（乙）（事業者所在地）○〇〇○○ 
    （事業者名）○〇○○ 

                   代表者 〇〇〇〇 ○○ ○○ （印） 
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別記１ 

矢作緑地千石公園及び白浜公園の管理運営業務に関する仕様書 
 

第１ 目的 
  この仕様書は、事業者が実施する矢作緑地千石公園及び白浜公園の管理運営業

務の詳細について定めることを目的とする。 
 
 第２ 対象公園 
  １ 公園名称 
   ① 矢作緑地千石公園 
   ② 矢作緑地白浜公園 
  ２ 所在地 
   ① 豊田市千石町 
   ② 豊田市白浜町 

 
第３ 業務実施方法 

１ キャンプ事業 
   （１）実施範囲 

実施範囲は、以下（事業実施区域図）のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（２）基本方針 
 ・キャンプ事業参加者と自主事業参加者、一般公園利用者に配慮した事業を

実施すること。 

矢作緑地 
千石公園 

【キャンプ事業及び自主事業実施区域図】 

豊田スタジアム 
久澄橋 

豊田大橋 

高橋 

矢作川 

【矢作緑地千石公園 位置図】 
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（３）予約ホームページ等の制作 
 ・予約のためのホームページ等を事業者で制作すること。 

（４）排水制限 
 ・油や洗剤を含む汚水の排水は河川保護の観点から不可とする。 

（５）火気を使用した調理行為 
・火を使用する際は必ず焚火台等を使用するものとし、直火は禁止とする。 

（６）他イベントとの同時開催 
 ・他イベント（例︓豊田スタジアムのイベント、河川敷公園のその他業者開

催のイベント）との同日開催を２回以上実施すること。 
（７）河川増水時の対応 

・河川増水時には、流出の恐れがある工作物等の撤去、搬出の対応をする 
こと。 

・市が河川敷公園の工作物等撤去の判断をした場合は、当該日の事業は中止 
すること。 

・事業実施区域内に工作物を設置する場合は、高橋水位観測所が 0.00ｍと 
なった時から 2.5 時間以内に撤去、搬出を完了させること。 

（８）開催日の人員配置 
・開催日は、増水時等の緊急時に備えて現場に１人以上人員を配置すること。 

（９）トイレ管理 
・公園施設管理許可期間中に、市が事業提案区域内に標準仕様の簡易水洗 

トイレ４基を設置する。 
・キャンプ事業開催日以外は市が施錠し、使用禁止措置を実施する。 
・市が設置するトイレの管理に係る対応区分については、以下の表のとおり 

とする。 
設置者︓ 
市 

清掃 トイレット
ペーパーの
補充 

水洗用の 
水の補充 

ライトの 
設置 

汲み取り その他 
対応 
（引上げ等） 

事業者 ○ ○ ○ ○   
市     ○ ○ 

 
・事業者が設置するトイレの管理に係る対応区分については以下の表の 

とおりとする。 
設置者︓ 
事業者 

清掃 トイレット
ペーパーの
補充 

水洗用の 
水の補充 

ライトの 
設置 

汲み取り その他 
対応 
（引上げ等） 

事業者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
市       
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（１０）車両の乗り入れ 
・キャンプ事業では、事業者及び参加者による事業実施区域への車の乗り入れ 

を認めることとする。 
（１１）実施前の安全確認 

   ・事業者は、事業の実施前に事業提案区域内の安全を確認すること。 
 

２ 巡視業務 
（１）目的 

  ・都市公園の適切な利用のため、以下「イ 巡視内容」の該当者に対して注意
喚起を行うこと。 

（２）巡視内容 
・以下の巡視項目該当者を発見した場合は、後日豊田市から提供する案内を 

配布し、行為の中止を促すこと。 
１ バーベキュー等火気を用いた調理（カセットコンロ等ガスの供用を含む）。 
２ 犬などの動物をリード無しに放している者。 
３ ゴミを運び込んだり、投棄している、またはしようとしている者。 
４ 他の利用者に危害を及ぼす恐れのある行為を行う者（例︓ゴルフの練習等）。 

（３）実施日、実施時間 
・キャンプ事業と自主事業の種別によらず、事業提案区域内における宿泊を 

伴うキャンプ及びデイキャンプの開催日の、午前１０時から午後１時の間に 
１回以上行うこと。 

  （４）実施範囲 
・実施範囲は、以下（巡視区域図）のとおりとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

矢作緑地 
白浜公園 

矢作緑地 
千石公園 

巡視区域 
【巡視区域図】 

事業提案区域 
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３ 自主事業 
 （１）基本方針 
  ・「１ キャンプ事業（２）基本方針」の記載内容と同様とする。 

（２）条件 
・事業の性質に応じて、以下のすべての項目に適合するものとすること。 

ア 事業実施に関する安全性及び補償体制が担保されていること。 
イ 事業内容が公序良俗に反しないものであること。 
ウ 法令（都市公園法第１１条、都市公園法施行令第１８条、豊田市 

都市公園条例第４条）に抵触しないこと。 
（３）河川増水時の対応 

  ・「１ キャンプ事業（７）河川増水時の対応」の記載内容と同様とする。 
（４）開催日の人員配置 

  ・「１ キャンプ事業（８）開催日の人員配置」の記載内容と同様とする。 
（５）車両の乗り入れ 

・自主事業のみ開催する際は、事業者及び参加者による事業実施区域への 
車の乗り入れを原則認めない。 

（６）実施前の安全確認 
・「１ キャンプ事業（１１）実施前の安全確認」の記載内容と同様とする。 
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別記２ 
 

巡視業務報告書 
 

日程 場所 時間 指摘事項 
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
月 日（ ） 白浜・千石  〜   
※不足する場合等は、適宜加除すること。 
※異常箇所が見つかった場合は巡視業務報告書とは別に写真を添付すること。 
 
【記入例】 

日程 場所 時間 指摘事項 
５月１日（木） 白浜・千石 10:00 〜 10:30 異常なし 

 白浜・千石 10:30 〜 11:00 テント張り２件 火気禁止の説明実施 
 

日程 場所 時間 指摘事項 
５月２日（金） 白浜・千石 10:00 〜 10:30 ＢＢＱ準備２件（声掛けにより中止） 

 白浜・千石 10:30 〜 11:00 犬の放し飼い１件（声掛けにより中止） 
 

日程 場所 時間 指摘事項 
５月３日（土） 白浜・千石 10:00 〜 10:30 異常なし 
 白浜・千石 10:30 〜 11:00 ゴルフの練習１件（声掛けにより中止） 
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別記３ 

リスク分担表 

項 目 内 容 
負担者 

市 事業者 利用者 

施設修繕 

経年劣化や利用に伴う損耗等に対応 
する一般的な修繕費用 

〇   

事業者が注意義務を怠ったことによる施
設、設備、備品、資料等の滅失、損傷に関
する原状回復費用 

 〇  

事故 

施設の構造上の問題等を起因として 
利用者等が受傷した場合等で、事業者が 
負うべき責任のない利用者への損害費用 
（例）地面に大穴が開いており、利用者が
負傷した場合等 

〇   

事業者が注意義務を怠ったことにより与
えた利用者への損害費用 
（例）事業者が利用者の車両誘導する際 
に、事業者の不注意で事故が起きた場合等 

 〇  

キャンプ事業、自主事業中に利用者の不注
意により発生した事故責任費用 
（例）火の使用中のやけど、立ち入り禁止
区域の河川に侵入し発生した事故等 

  〇 

その他 
上記以外の事案は、市及び事業者の協議に
よる（業務内容の一部変更等） 

〇 〇  
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別記４ 
 

個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する特記 
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